
【議事録】（概要）

会議名 会場

日時

藤　崎　　英　毅 出 副審議会長 長　戸　　隆　弘 出

藤　崎　　清　彦 出 第2部会長 甲　斐　　清　司 出

石　橋　　公　子 出 第2副部会長 横　田　　幸　子 出

仁田原　 真　穂 出 豊　長　　忠　志 出

本　松　　太　一 出 野　添　　光　弘 出

安　部　　知　彦 出 染　井　　月　次 欠

脇　田　　賢　二 欠 中　西　　隆　雄 欠

竹　内　　裕　二 欠 安　高　　　壽 出

益　田　　美恵子 出 今　井　　保　利 欠

辻　本　　一　夫 出 貝　掛　　俊　之 出

・「第5次芦屋町総合振興計画基本構想（素案）及び前期基本計画（素案）」について、合意が
　得られた。
・「第5次芦屋町総合振興計画基本構想（素案）及び前期基本計画（素案）」を平成22年12月27
日（月）に審議会長及び副審議会長から町長へ答申をおこなうことで合意された。
・答申に審議会としての付帯意見は付けないことで合意された。

合意・決定事項

委員の出欠

第１部会

第1副部会長

件名・議題

平成２２年１２月２４日（金）
１） 会長挨拶

２） 第5次総合振興計画　基本構想（素案）について
　※　将来人口について説明を行い、意見を求めた。
３） 第5次総合振興計画　前期基本計画（素案）について
　※　前回からの修正部分について説明を行い、意見を求めた。
４） 答申について
　※　答申について説明を行い、意見及び合意を求めた。

審議会長

第２部会

１３：３０～

芦屋町役場
３１会議室

第1部会長

第５次芦屋町総合振興計画審議会（第５回）
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■第５次芦屋町総合振興計画審議会（第５回）議事録 

 

（事務局） 

第５次総合振興計画 基本構想（素案）についての説明 

 
（委員） 
・浜口の土地を国が買い上げることについて、住宅が少なくなるがどうにかならないか。 

 

（事務局） 
・個人が町を介さず、直接、国に買い上げの依頼をしているので町としては手立てがない。 
 

（委員） 
・どのくらいそのような戸数があるのか把握しているか。 
 

（事務局） 

・把握していない。国の土地については、町も使ってもいいということだが、建物を建てて

はだめなどの条件がつく。 

 

（委員） 

・防衛省による土地の買い上げに関しては町としても知る必要があると思うし、そういった

ことについては基地協議会などで主張していってほしい。 

 

（事務局） 

第５次総合振興計画 前期基本計画（素案）についての説明 

 
・特に意見なし 

 
（事務局） 

答申についての説明 

基本構想と基本計画について、27 日（月）に答申する。 

 

（会長） 

・審議会代表として私と副会長で答申させていただく。今回は付帯意見をつけるということ

だが。 

 

（事務局） 

・付帯意見をつけるのであれば審議会の総意が必要になる。地域づくりに関することが予定

されている。 
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（委員） 

・地域の整備も同時進行で進めていくべきかと思うので、それについても検討してほしい。 

 

（事務局） 

・地域整備とは具体的にどのようなものか。 

 

（委員） 

・旧町名の使用による地域の入り混じりや、それぞれの区の世帯数のバランスなどへの対応

など、全体的な見直しが必要かと思う。 

 

（委員） 

・一番困っているのは民生委員かと思う。 

 

（委員） 

・大事なことかと思うので、本当にやるなら計画の中に入れてもいいと思う。 

 

（事務局） 

・基本計画でも、その方向を向いて書いているつもりではあるが、まだ住民の同意を得てい

ないので、今回の基本計画では記載できないかと思う。活性化促進会議の中でも、まだに

つまっていない状況である。 

 

（委員） 

・事務局の言うとおり、今すぐ取り組む体制は整っていない。行政として、その方向へ進む

ということを示していかないと、地域任せではだめかと思う。 

 

（事務局） 

・地域福祉の問題との絡みもあるが、担当課としてもまだ調整されていないので計画には記

載できないかと思う。 

 

（委員） 

・合併のことと同じように、課題のところで記載できないか。 

 

（事務局） 

・一つは主要事業の「自治区活性化促進会議」に含まれると思う。「区の再編」については、

調整後、会長・副会長と相談させていただきたい。 
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（会長） 

・それでは、付帯意見はなしということでいいか。 

 

（各委員） 

・問題ない 

 

（事務局） 

今後のスケジュールについての説明 

１月７日に議会の全員協議会にて第５次総合振興計画の説明をする。１月 15 日から２月

13 日までパブリックコメントを実施し、２月下旬の審議会を経て、３月に議会上程の予定

である。また、１月下旬から２月上旬にかけて小学校区ごとに説明会を実施し、住民に対

して基本構想（素案）の説明を行う。 

 


